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３ その他 

次回の定例教育委員会の日程について（案） 

   日 時  令和５年８月２３日（水）１３時３０分 

   会 場  唐津市役所 大手口別館６階 会議室 



議案第５２号 

   唐津市学校給食費条例制定に係る意見について 

 令和５年９月唐津市議会定例会に唐津市学校給食費条例制定に係る意見について

教育委員会の意見を求める。 

  令和５年７月２７日 提出 

唐津市教育委員会 

 教育長 栗 原 宣 康     

 

 

提案理由  学校給食費の公会計化に向け、令和５年９月唐津市議会定例会へ唐津

市学校給食費条例を提出するに当たり、教育委員会へ意見を求めるもの

である。 
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条 例 案 の 概 要 

 

１ 条例案の題名 

  唐津市学校給食費条例 

 

２ 制定理由 

  唐津市立小学校及び中学校の学校給食費の徴収及び管理方法を公会計化するこ

とに伴い、学校給食費の取扱いに関し必要な事項を定めるもの 

  

３ 制定内容 

 (1) 市長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収することとするもの。 

 (2) 学校給食費負担者が負担すべき学校給食費の額及び納期限を規則で定めるこ

ととするもの。 

 (3) 特別な理由（り災）がある児童、生徒については、学校給食費を免除するこ

と。 

 

４ 施行期日 

  令和６年４月１日から施行 
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唐津市条例第   号 

   唐津市学校給食費条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、学校給食法（昭和２９年法律第１６０号。以下「法」とい

う。）第４条の規定に基づき本市が実施する学校給食に係る学校給食費に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

 (1) 学校給食 法第３条第１項に規定する学校給食をいう。 

 (2) 学校給食費 法第１１条第２項に規定する学校給食費をいう。 

 (3) 保護者等 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１６条に規定する保護

者又はこれに準ずる者として規則で定めるものをいう。 

 (4) 学校給食費負担者 学校給食の提供を受ける児童又は生徒の保護者等及び教

職員その他学校給食の提供を受ける者をいう。 

 （学校給食費の徴収） 

第３条 市長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。 

２ 前項の学校給食費の額は、規則で定める。 

 （学校給食費の納期限） 

第４条 学校給食費負担者は、規則で定める納期限までに学校給食費を納付しなけ

ればならない。 

 （学校給食費の減免） 

第５条 市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免

除することができる。 

 （委任） 

第６条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育

委員会規則で定める。 

   附 則 
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 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この条例の施行に関し、必要な手続その他の行為は、この条例の施行前におい

ても行うことができる。 
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１ 唐津市の学校給食（令和６年４月予定）

東部学校給食センター（小学校１３校、中学校７校）

学校給食法第１１条

学校給食の実施に必要な施設や設備に要する経費は学校設置者である市が負
担し、それ以外の経費（給食食材費）は保護者負担とする。

学校給食センター 小学校 ４９，５００円 中学校 ５７，７５０円
高島小学校 ５０，０５０円 ５９，８５０円
馬渡小学校 ５２，８００円 馬渡中学校 ５６，６５０円
加唐小学校 ４９，５００円 加唐中学校 ５８，３００円
小川小学校 ５２，２５０円 小川中学校 ５９，９５０円

給食費（令和５年度年額）

２ 公会計化導入の目的

学校現場の負担軽減
これまで学校で行ってきた給食費の徴収業務を市で一括で管理
し、自校式の学校においては給食食材費の支払事務も市で行う
ことにより業務の効率化を図る。

給食会計の透明化

市の歳入とすることで、予算、決算、監査等市の会計ルールに
基づいた管理、運用を行うことができるため、学校給食費の管
理における透明性を向上させる効果も期待できる

３ 公会計化の時期

令和６年４月から
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４ 学校給食費の流れ

私会計

保護者 学校
給食会計
（給食センター、

学校）

食材納入
業者

給食費の請求

給食費の支払

支払

食材費の支払

食材の購入

公会計

保護者 唐津市
食材納入
業者

給食費の請求

給食費の支払

食材の購入

食材費の支払

５ 公会計化に伴う手続きについて
① 学校給食申込書

給食を食べる者（児童生徒、教職員、その他）からの提出が必要。

② 口座振替依頼書
引き落としを希望する金融機関への提出が必要。

６ スケジュール（予定）
日程 事 項

Ｒ５年 ９月 ９月議会へ条例議案上程

９月 条例施行規則を教育委員会へ提出

１０月 学校への説明

１０月 保護者に通知送付（①給食申込書・②口座振替依頼書等）

Ｒ６年 ４月 条例施行・制度運用開始
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７ 市と学校の事務役割（公会計化後）

≪市の事務≫

◎給食費の納入のお知らせ（納入通知書）
◎給食費振替口座情報入力
◎給食費の喫食情報等による給食費の確定
◎金融機関への振替依頼
◎口座振替不能者の納付書作成
◎給食費の収納管理
◎未納者への督促状、催告書等の作成・送付
◎児童手当からの徴収事務手続
◎食材購入費の支払事務

≪学校の事務≫

◎給食費に係るお知らせ配布
（給食申込書、口座振替依頼書等）

◎給食実施予定日報告
◎喫食者情報報告
◎学校給食（停止・再開）届の受取・提出

《現状》
〇校納金とあわせて給食費を徴収している学校については、市、学校両方の事務がある。

★
今後、学校側との協議により変更はあり得る。
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議案第５３号 

   唐津市教育委員会給食調理員等被服貸与規程の一部を改正する規程制 

定について 

 唐津市教育委員会給食調理員等被服貸与規程の一部を改正する規程を別紙のよう

に制定するものとする。 

  令和５年７月２７日 提出 

唐津市教育委員会 

 教育長 栗 原 宣 康     

 

 

提案理由  唐津市西部学校給食センターの設置に伴う改正とあわせ、調理員等へ

の貸与被服の色の指定を削除するものである。 

 

－ 8 －



規 程 案 の 概 要 

 

１ 規程案の題名 

  唐津市教育委員会給食調理員等被服貸与規程の一部を改正する規程 

 

２ 改正理由 

 唐津市西部学校給食センターの設置に伴う改正とあわせ、調理員等への貸与

被服の色の指定を削除するもの。 

 

３ 改正内容 

 (1) 西部学校給食センターの設置に伴い、対象となる施設の名称を改正 

 (2) これまで貸与被服の色も指定していたが、その規定を削るもの 

 

４ 施行期日 

  公布の日から施行する。 
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唐津市教育委員会規程第  号 

 唐津市教育委員会給食調理員等被服貸与規程の一部を改正する規程を次のように

定める。 

  令和  年  月  日 

唐津市教育委員会         

教育長 栗 原 宣 康     

 

唐津市教育委員会給食調理員等被服貸与規程の一部を改正する規程 

 唐津市教育委員会給食調理員等被服貸与規程（平成２３年教育委員会規程第３号）

の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「、色」を削る。 

別表の１の表を次のように改める。 

１ 学校給食センター 

種類 数量 貸与期間 

帽子 ３枚 １年 

調理衣 上下 ３着 １年 

短靴 ３足 １年 

備考 数量については、作業区画（下処理、調理、清掃）毎に１とする。 

 別表の２の表中「東部学校給食センター以外の給食センター及び小中学校」を「小

中学校」に改める。 

   附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 
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 議案第５３号参考資料 

唐津市教育委員会給食調理員等被服貸与規程の一部改正新旧対照表 

改      正      案 現             行 

（被服の貸与） 

第２条 調理員等に貸与する被服（以下「貸与被服」という。）の種類  、数量及

び貸与期間は、別表のとおりとする。 

２ 略 

別表（第２条関係） 

１ 学校給食センター 

種類 数量 貸与期間 

帽子 ３枚 １年 

調理衣 上下 ３着 １年 

短靴 ３足 １年 

備考 数量については、作業区画（下処理、調理、清掃）毎に１とする。 

 

 

 

 

 

２ 小中学校                      

 略 

（被服の貸与） 

第２条 調理員等に貸与する被服（以下「貸与被服」という。）の種類、色、数量及

び貸与期間は、別表のとおりとする。 

２ 略 

別表（第２条関係） 

１ 東部学校給食センター 

種類 色 数量 貸与期間 

帽子 白 １枚 １年 

帽子 淡い青緑色 １枚 １年 

帽子 青 １枚 １年 

調理衣 上下 白 １着 １年 

調理衣 上下 淡い青緑色 １着 １年 

調理衣 上下 青 １着 １年 

短靴 白 １足 １年 

短靴 淡い青緑色 １足 １年 

短靴 青 １足 １年 

 ２ 東部学校給食センター以外の給食センター及び小中学校 

 略 

  

 

－
 
1
1
 
－



議案第５４号 

   令和６年度使用教科用図書（一般図書）の採択について 

 令和６年度使用教科用図書（一般図書）について、次のとおり定める。 

  令和５年７月２７日 提出 

                     唐津市教育委員会 

                      教育長 栗 原 宣 康     

 

令和６年度使用特別支援学校小学部、中学部及び小学校、中学校、義務教育学校

の特別支援学級において使用する学校教育法附則第９条第１項に規定する教科用図

書選定の資料 

  別冊のとおり 

 

 

提案理由  佐賀県教育委員会において採択された、令和６年度使用特別支援学校

小学部、中学部及び小学校、中学校、義務教育学校の特別支援学級にお

いて使用する学校教育法附則第９条第１項に規定する教科用図書を、唐

津市教育委員会においても採択するものである。 

－ 12 －



議案第５５号 

肥前公民館進入路用地の管理替について 

肥前公民館の進入路となっている土地について、教育委員会事務局肥前市民セン

ター産業・教育課へ管理替するものとする。 

  令和５年７月２７日 提出 

                     唐津市教育委員会 

                      教育長 栗 原 宣 康 

 

 

提案理由  肥前公民館の進入路となっている土地について、旧肥前町の「役場跡

地」の一部となっていたが、分筆登記されたことに伴い、引き続き公民

館の進入路として管理するため、教育委員会事務局肥前市民センター産

業・教育課へ管理替するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 13 －



肥前公民館進入路用地の管理替について 

 

１ 概要 

  肥前公民館の進入路となっている土地については、旧肥前町の「役場跡地」の

一部であったため、肥前市民センター総務・福祉課の普通財産として管理されて

いたが、「役場跡地」を売却するに当たり、当該進入路となっている土地部分につ

いては教育委員会事務局肥前市民センター産業・教育課に管理替したい旨の協議

が肥前市民センター総務・福祉課よりなされた。 

当該土地については、今後も引き続き公民館の進入路として使用するものであ

り、分筆登記も完了しているため、教育委員会事務局肥前市民センター産業・教

育課へ管理替えするものである。 

 

２ 管理替する土地 

  肥前公民館進入路用地 

所 在 地：唐津市肥前町入野字山崎甲１９３２番地６ 

地   目：宅地 

面   積：１５８．０４㎡ 

管理替面積：１５８．０４㎡ 

 

３ 今後の手続きについて 

  唐津市公有財産規則に基づき手続きを行う。 
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